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第 号

区
域
の
名
称

片
上

地
区

区
域
の
範
囲

告

口
県
告
示
第
六
百
五
号

傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日

営
平
原
地
区
ほ
場
整
備
事
業
の
換
地

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

委
規
則

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の
通

安
委
告
示

砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の

目

次

示傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂

定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競

告ぐ
処
理
師
試
験
の
実
施
（
生
活
衛
生

週
火
・
金
曜
日
発
行

示

止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区

山
口
県
知

処
分
（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

三
第
一
項
の
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…

防
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
河
川
開

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…四

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

域
を
指
定
す
る
。

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

発
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

一

錦
川
総
合
開
発
事
業
平
瀬

工
事
場
所

岩
国
市
錦

工
事
の
概
要

工

ナ
ト
ム
工
法

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
錦
川
総
合
開
発
事
業
平
瀬

要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を

う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模
等

り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
六
百
六
号

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

と
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま

郡

名

町

名

大

島

郡

周
防
大
島
町

〃

〃

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

ダ
ム
転
流
工
工
事

町
広
瀬
字
木
谷
か
ら
同
市
錦
町
広

法

格 二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

ダ
ム
転
流
工
工
事
の
契
約
に
係
る

要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の

山
口

〃

〃

三
二

〃

〃

三
二

〃

〃

三
二

〃

片

上

六
八

〃

〃

六
八

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
七
号
ま

れ
た
区
域

大

字

名

字

名

地

森

片

上

六
九

〃

東

片

上

三
二

一

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

瀬
字
畑
ケ
瀬
ま
で
の
間

延

長

四
三
〇
メ
ー
ト
ル

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と

時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と

県
知
事

二

井

関

成

七

三
号

七

四
号

九
の
一

五
号

四

六
号

五

七
号

で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

番

標

柱

番

号

五
の
二

一
号

七

二
号

で よ必いお 号

告

示



平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報

三

第 号

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
八
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
錦
川
総
合
開
発
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日
か
ら

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

３

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書

４

委
任
状

３

出
資
比
率
が
三
十
五
パ
ー
セ

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
平
成

事
が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い

と
。共

同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の

で
あ
る
こ
と
。

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

に
発
送
す
る
。

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

岩
国
市
錦
町
広
瀬
七
八
〇
番

間同
月
二
十
一
日
ま
で
の
午
前
九

審
査
結
果
の
通
知
方
法

格
審
査
申
請
書
等

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

の
写
し

ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
八
年
十
一
月
六
日
ま
で
に
国

二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総

う
。
）
の
土
木
一
式
工
事
の
数
値

者
の
総
合
評
定
値
の
土
木
一
式

査 れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と

（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

地時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

が
九
百
五
十
以
上
で
あ
る
こ

工
事
の
数
値
が
八
百
五
十
以
上

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
一

の
場
合
は
、
一
月
十
日
ま
で

山
口
市
富
田
原
町
一

財
団
法
人
山
口
県
学

二

受
験
資
格

学
科
試
験
に
あ
っ
て
は
、

定
す
る
者
（
条
例
附
則
第
四

で
、
三
年
以
上
ふ
ぐ
の
処
理

実
技
試
験
に
あ
っ
て
は
、

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
十
九
年
二
月
一

２

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一

山
口
県
庁
職
員
ホ
ー

実
技
試
験

１

日
時

平
成
十
九
年
二
月
二

２

場
所

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す

う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

学
科
試
験

１

日
時

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

三
七
四
四
）
に
す
る
こ
と
。

公

（
五
六
一
）
ふ
ぐ
処
理
師
試
験

日
（
月
曜
日
）
か
ら
平
成
十
九
年

の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と

番
一
八
号

校
給
食
会

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

項
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す

の
業
務
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
る

学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
る

日
（
木
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正

号ル十
二
日
（
木
曜
日
）
午
前
九
時
か

る
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
山
口
県

り
、
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
を
次
の
と

山
口

合
せ
は
、
山
口
県
錦
川
総
合
開
発

告

の
実
施

一
月
十
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
郵

す
る
。
）

律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
七
条
に

る
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。

こ
と
。

こ
と
。

午
ま
で

ら 条
例
第
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と

お
り
実
施
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

事
務
所
（
電
話
〇
八
二
七

七
二

二

送 規） い

公

告



平成 年 月 日 火曜日

収
七八

山 口 県

六

（定期）報

も県
五

第 号

四
県（県

受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
最
寄

部
生
活
衛
生
課
に
す
る
こ
と
。
郵

験
願
書
等
請
求
」
と
朱
書
し
、
百

一
万
五
百
二
十
円
に
相
当
す
る
山

入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ

合
格
者
の
発
表
等

合
格
者
の
発
表
日
等
に
つ
い
て

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

そ
の
他

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及

最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書
（
氏

本
又
は
抄
本
を
添
付
す
る
こ
と
。

ふ
ぐ
処
理
業
務
従
事
証
明
書

ふ
ぐ
の
処
理
の
規
制
に
関
す
る

十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
学

書
類
に
代
え
て
学
科
試
験
に
合
格

受
験
手
数
料

の内
に
事
業
所
及
び
住
所
が
な
い
者

提
出
書
類
等

受
験
願
書

履
歴
書

写
真
（
縦
三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー

受
験
願
書
等
の
提
出
先

区

内
に
ふ
ぐ
の
処
理
の
業
務
に
従
事
す

以
下
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
が
あ
る

内
に
事
業
所
が
な
い
者
で
、
県
内
に
住

り
の
保
健
所
又
は
山
口
市
滝
町

便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒

二
十
円
分
の
切
手
を
は
っ
た
あ

口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の

と
。

は
、
試
験
当
日
通
知
す
る
。

県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
に

験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以

び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。

名
が
卒
業
証
明
書
記
載
の
氏
名

）条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六

科
試
験
が
免
除
さ
れ
る
者
に
あ

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

住
所
地
を
所
管
す
る
保

山
口
県
環
境
生
活
部
生

一
号
（
郵
便
番
号
七
五

ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

分

提

る
事
業
所

者

事
業
所
の
所
在
地
を
所

所
が
あ
る

一
番
一
号

山
口
県
環
境
生
活

の
表
に
「
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
受

て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦

所
定
の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の

お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の

）と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
の
謄

年
山
口
県
規
則
第
五
十
号
）
第

っ
て
は
、

及
び

に
掲
げ
る

健
所

活
衛
生
課
（
山
口
市
滝
町
一
番

三

八
五
〇
一
）
）

ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内

出

先

管
す
る
保
健
所

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

柳
井
市
古
開
作
字
中
東
條

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

広
島
市
東
区
光
町
一
丁
目

株
式
会
社
ハ
ー
テ
ィ
ウ

二

換
地
処
分
の
内
容

県
営
平
原
地
区
ほ
場
整
備

（
五
六
三
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日

（
五
六
二
）
県
営
平
原
地
区
ほ

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
平
原
地
区
ほ
場
整
備
事
業

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日

一

換
地
処
分
の
年
月
日

平
成
十
八
年
十
月
二
十
三

三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

は
が
き
を
使
用
す
る
か
、

の
上
す
る
こ
と
。

山
口

域
の
名
称

住
所
及
び
氏
名

一
〇
番
一
九
号

ォ
ン
ツ

事
業
換
地
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た

る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

場
整
備
事
業
の
換
地
処
分

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

の
施
行
に
係
る
地
域
の
換
地
処
分

山
口

日 上
、
横
二
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又

二
九
七
四
）
に
す
る
こ
と
。
郵

又
は
八
十
円
分
の
切
手
を
は
っ
た

三

県
知
事

二

井

関

成

換
地
計
画
の
と
お
り

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

を
次
の
と
お
り
行
い
ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

以
上
の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と

は
山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生

便
で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
往

あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同

に 、 。課復封



平成 年 月 日 火曜日

別
「

山 口

表
厚

「

（定期）県 報

山
山

会
規別

「

第 号

山
公
布

表
第
二
中

岩
国
市
の
う
ち
通
津
中
学
校
区
、

中

狭
学
区
の
項
中
「
山
口

県
立

山
口
県

立
大

嶺
高
等

学
校

山
口
県

立
青

嶺
高
等

学
校

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三

山
口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

表
第
一
柳
井
学
区
の
項
中
「
熊
毛

山
口
県

立
久

賀
高
等

学
校

教

育

委

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の

す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日

山
口

学
校
区
、
由
宇
中
学
校
区

山
口

」

山
口
県
立
周
防
大
島

大

嶺
高

等
学
校

」
を

」
に
改
め
る
。

十
一
号

程
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭

う
に
改
正
す
る
。

郡
上
関
町
、
田
布
施
町
、
平
生

を
「

山

口
県

立
久
賀

高

員

会

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一山

県
立
安
下
庄
高
等
学
校

県
立

久
賀
高

等
学

校

」

高
等
学
校

」

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
五
年
山
口
県
教
育
委
員

町
」
を
「
熊
毛
郡
」
に
、

等

学
校

に
改
め
、
同

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

口
県
教
育
委
員
会

を

四

教

育

委

員

会



平成 年 月 日 火曜日

二

山 口 県

銃
三
第

一

（定期）報

こ
山

第 号

「改
め

〃

六
、
一
四

〃

〃

八
、
一
六

〃

〃

一
〇
、
一
八

〃

法
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定

講
習
会
開
催
の
日
時
及
び
場
所

初
心
者
講
習
会

開

催

の

日

平
成
一
九
、

二
、
一
五

午
前
一

〃

四
、
一
九

〃

砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
講
習
会
を

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日

講
習
会
の
受
講
対
象
者

初
心
者
講
習
会

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規

経
験
者
講
習
会

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

公

安

委

口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七

岩
国
市
の
う
ち
通
津
中
学
校
区
、

中

る
。

山
口
県
警
察

に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
よ

時

開

〇
時 三

十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下

次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

山

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
。

員

会

十
八
号

山
口

学
校
区
、
由
宇
中
学
校
区

山
口

山
口

本
部

う
と
す
る
者

催

の

場

所

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の

口
県
公
安
委
員
会

す
る
者

県
立
安
下
庄
高
等
学
校

県
立

久
賀
高

等
学

校

県
立
周
防
大
島
高
等
学
校

」

平
成
一
九
、

一
、

九

午

〃

三
、

六

〃

〃

五
、
二
四

〃

〃

六
、
二
一

〃

〃

七
、
二
六

〃

〃

八
、
二
三

〃

〃

九
、
二
〇

〃

〃

一
〇
、
二
五

〃

〃

一
一
、
二
二

〃

〃

一
二
、
二
〇

〃

〃

八
、

九

〃

〃

一
〇
、
一
一

〃

〃

一
二
、

六

〃

平
成
一
九
、

一
、
二
五

午

〃

二
、
二
二

〃

〃

三
、
〃

〃

〃

四
、
二
六

〃

〃

一
二
、
一
三

〃

経
験
者
講
習
会

開

催

の

平
成
一
九
、

二
、

八

午

〃

四
、
一
二

〃

〃

六
、

七

〃

に

後
一
時

山
口
県

山
口
県

後
一
時

日

時

開

後
一
時

五

警
察
本
部

岩
国
西
警
察
署

催

の

場

所

公

安

委

員

会



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

八
年
十
一
月
七
日
印
刷

八
年
十
一
月
七
日
発
行

〃

五
、

八

〃

〃

七
、
一
〇

〃

〃

九
、

四

〃

〃

一
一
、

六

〃

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

山
口
県
長
府

庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事 警
察
署

七
百
円
（
送
料
共
）

六


